
   平成 ３０ 年 ４ 月 １ 日

事業者　殿 ８． 淡路労働基準協会

主催　淡路労働基準協会 ( 洲本市桑間 ２９５ ＴＥＬ．０７９９－２３－０００７  ＦＡＸ．０７９９－２３－０９８８ ）

※ホームページ

　http://awaji-roukikyoukai.com/

 　労働安全衛生法第６０条 の規定に基づき、新たに職務につくこととなった職長その他作業中の労働者を

直接指導又は監督する者に対し、安全又は衛生の教育を行わなければなりません。 ９． （１）当日は受講票を受付に提示して出席証明印を受けて下さい。

　 つきましては、下記要領により教育を実施しますのでご案内申し上げます。 （２）遅刻・早退・欠席者には修了証を交付しません。

（３）筆記用具をご持参下さい。

（４）申し込み受付後は、受講料は返金できません。ただし、受講者の変更は可能ですが事前

     に必ずお申出下さい。

1． 平成 ３ ０ 年 ５ 月 ２ ２ 日（ 火 ）　　　８ ： ５ ５ ～ １ ７ ： １ ０ （５）お問い合わせは、淡路労働基準協会まで。

平成 ３ ０ 年 ５ 月 ２ ３ 日（ 水 ）　　　８ ： ５ ５ ～ １ ７ ： １ ０

２． サンライズ淡路 （ 南あわじ市広田広田１４６６－１　　ＴＥＬ．０７９９－４５－１４１１ ） ※　提出していただいた個人情報は、協会が責任をもって保管・管理し、本講習（研修）の

   　 的確な実施の為にのみ利用いたします。

３． 会員事業場 １３，３９０円 （税込）

非会員事業場 １５，５５０円 （税込）

４． ３ ０ 名　  （定員になり次第締め切ります）

５． 平成 ３ ０ 年 ４ 月 ２ 日  （月）　～　５ 月 １ １ 日  （金）

６． 右記用紙に必要事項を記入の上、お申込み・お振込み下さい。

 ２名以上の参加申込みのある場合は、申込書をコピーして下さい。 （　　　） 会員事業場 　平成３０年５月２２日（火）～ ２３日（水）

≪振込先≫ （　　　） 非会員事業場  　８：５５～１７：１０ 

淡陽信用組合　　下加茂支店 　サンライズ淡路

普通預金　　№０００１０２６
淡路労働基準協会　事務局長　樫本武男 ※ ※

７．

 　８：５５～　９：００ オリエンテーション

労働災害防止についての関心の保持

労働災害防止についての作業者の創意工夫を引き出す方法

 １１：００～１１：１０ 休憩 昭和 昭和

 １１：１０～１２：１０ 異常時における措置　　　・災害時における措置 １時間 平成 平成

 １２：１０～１３：００ 昼食休憩

 １３：００～１４：００ 災害事例 １時間

安全衛生のための点検方法

作業中における監査及び指示の方法

 １５：００～１５：１０ 休憩 ＴＥＬ

安全衛生のための点検方法 ※

作業中における監査及び指示の方法

 　８：５５～　９：００ オリエンテーション

 　９：００～１１：００ 作業手順の定め方　・環境条件の保持　・環境の改善方法 ２時間

 １１：００～１１：１０ 休憩

 １１：１０～１２：１０ 作業手順の定め方　・環境条件の保持　・環境の改善方法 １時間 ＴＥＬ

 １２：１０～１３：００ 昼食休憩

 １３：００～１４：００ 指導及び教育の方法 １時間  ・この受講票は講習会当日必ず持参し 、受付

作業設備の安全化　　　・作業方法の改善 　に提示してください。

労働者の適正な配置の方法  ・遅刻、早退は失格になりますので、時間厳守

 １５：００～１５：１０ 休憩 　してください。

作業設備の安全化　　　・作業方法の改善 淡路労働基準協会
労働者の適正な配置の方法 ＴＥＬ．０７９９－２３－０００７

申 込 先

職長等の安全衛生教育について

〔 記 〕

日 時

場 所

そ の 他

受 講 料
テキスト、資料代含む

キリトリセン

定 員

職長等の安全衛生教育申込書 職長等の安全衛生教育受講票申 込 期 間

申 込 方 法

（○印要）
月　日

時　間

場　所

受講番号 受講番号

学
　
　
　
　
　
科

１
日
目

受講者
氏  名 　９：００～１１：００ ２時間

現住所

２
日
目 所在地

 １４：００～１５：００

講 習 内 容

時　　間 科　　　　　　　　　　　目 ふりがな

日
生   年

受講者
氏  名

月

出席印

年 日
月   日 月   日

月
生   年

年

１時間

 １５：１０～１７：１０ ２時間 ※印を除いて全部記入して下さい

会社名
 １４：００～１５：００ １時間

 １５：１０～１７：１０ ２時間

会社名


